
太田市低所得子育て世帯給付金事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、光熱水費及び食費を中心とするベーシックニーズに係る費用負担が

増加するなか、最も影響を受けやすい低所得の子育て世帯に対し、義務教育修了児童の

進学及び就職に要する費用の助成として給付金を支給することにより、子どもの貧困を

防止し健全な子育て環境を整えることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「支給基準日」とは、当該年度の１２月３１日をいう。 

（支給要件） 

第３条 市長は、第１条に規定する目的を達成するため、この要綱の定めるところにより、

低所得の子育て世帯給付金（以下「給付金」という。）を、支給基準日において次に掲げ

る要件のいずれにも該当する者（以下「支給対象者」という。）に対して支給する。 

⑴ 支給基準日の属する年度において１５歳に到達する児童（以下「対象児童」という。） 

を養育し、児童手当法（昭和４６年法律第７３号）の規定による児童手当を受給する 

者であること。 

 ⑵ 支給基準日の属する年度の市民税所得割が非課税である者であること。 

 ⑶ 支給基準日の属する年の１月１日時点で住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号） 

の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録され、引き続き１年以上市内に住所を有し 

ている者であること。 

 ⑷ 市税等及び保育園又は幼稚園の保育料を滞納していない世帯に属する者であるこ 

と。 

⑸ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による生活保護を受けていない者である 

こと。 

２ 前項の規定にかかわらず、以下に該当する者には、給付金を支給しない。 

 ⑴ 児童手当法第３条第３項第２号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者 

 ⑵ 児童手当法第４条第１項第４号に規定する障害児入所施設等の設置者 

 ⑶ 法人 

（給付金の額） 

第４条 対象児童１人につき８万円を支給する。 

（支給の申請） 

第５条 支給対象者は、太田市低所得子育て世帯給付金支給申請書（請求書）（様式第１号。

以下「申請書」という。）により申請を行う。 



（支給の決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに受給資格の有無を審査し、

受給資格があると認めるときは、太田市低所得子育て世帯給付金支給決定通知書（様式

第２号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、受給資格がないと認めるときは、太田市低所

得子育て世帯給付金不支給決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものと

する。 

（申請が行われなかった場合の取扱い） 

第７条 支給対象者から支給基準日の属する年度の３月３１日までに第５条の規定による

申請が行われなかった場合、当該支給対象者が当該年度の給付金の支給を受けることを

辞退したものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第８条 市長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその

他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求め

る。 

（受給権の譲渡及び担保の禁止） 

第９条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、令和４年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和６年１２月１日から施行する。 

   附 則 



 （施行期日） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


